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協定締結の目的

本年４月に新たに看護学部が開設されたことから、同学部との連携を
見据えた協定内容に見直すもの

見直し（再締結）は、看護学部開設式典
（6月16日）に合わせて実施

・ これまでの平成21年3月24日に締結した
清泉女学院大学及び清泉女学院大学短期
大学との包括連携協定の連携項目を承継

・ 清泉女学院大学の「看護学部」との連携を想定した 連携事項を
協定書へ追加

協定内容のポイント

長野駅東口キャンパス
（看護学部）



◇現在の連携事業の継続 （平成30年度末）

・「長野市の公共施設を考える学生ワークショップ」を
含む23事業

◇新たに検討する連携・協力

・ 同大学長野駅東口キャンパスにおける災害への対応
※ 帰宅困難者の一時避難場所としての利用などを今後協議

・ 「災害看護」を生かした連携 など

連携協定書調印式
日 程 ： 令和元年６月1６日（日） 午後1時から
会 場 ： 清泉女学院大学 長野駅東口キャンパス
署名者 ： 清泉女学院大学及び清泉女学院短期大学 学長 山内 宏太朗

長野市長 加藤 久雄

清泉女学院大学の学生が講師を務めた
今年度の長野市 新規採用職員研修

※参考 開設後実施された取組み

5月12日に開催された取組みの風景 →
・「看護の日×母の日 駅前ほけんしつ＠清泉」

２

主な連携事業



参考資料 清泉女学院大学東口キャンパスの主な施設①



参考資料 清泉女学院大学東口キャンパスの主な施設②


